
１ 事 業 名

２ 納 入 場 所 多治見市根本町７丁目77番地の１　多治見市北消防署

３ 購 入 方 法

４ 品 名 ・ 仕 様 等
品 名

搬 入 方 法

５ 履 行 期 間 契約日から令和８年２月６日まで

６ そ の 他 （１）

（２）

（３）

消総購第22号　多治見北消防署車両用燃料購入

1．受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若

しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入

を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

２．受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないとき

は、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

業務の遂行においては、灯油運搬車両の荷の積み下ろし時以外はアイドリングストップを行い地球温暖化の防止等に配慮すること。

特 記 仕 様 書

JIS規格準拠　ガソリン及び軽油

タンクローリー車

（５ｔ車以上）

妨害又は不当要求に対する通報義務

納入に伴う荷の積み下ろし及び運搬等にかかるすべての費用は、単価に含まれるものとする。

自家用給油取扱所専用タンクに注油することによる。



自家用給油取扱所の位置
専用地下タンクの容量10,000㍑
（ガソリン5,000㍑、軽油5,000㍑）

別紙 各施設の位置


